
医療機関や介護施設・保育所などの福祉施設の経営者・⼈事担当者の皆さまへ 

⼈材紹介会社の利⽤でトラブルが発⽣した際は労働局へ︕ 

職業紹介サービスの法令違反に関する相談は 

労働局『「医療・介護・保育」求⼈者向け特別相談窓⼝』まで 

医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって⼈材紹介会社を利用し、

紹介⼿数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります。 

⼈材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府県労働局

『「医療・介護・保育」求⼈者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。 

法令により、⼈材紹介会社は以下の事項を遵守しなければなりません。 

違反の疑いがあればご相談ください。 

法令で禁⽌または必須事項とされていること 

⼿数料を必ず明⽰する 

 自らの紹介により就職した⼈※に対して、就職した⽇から２年間は転職の勧奨を 

⾏ってはいけない（※無期雇用契約に限る） 

 「お祝い⾦」その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて、求職者に⾦銭

等の提供を⾏ってはいけない 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

医療・介護・保育分野における適正事業者認定制度特設ウェブサイト 

https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/ 

問い合せ先：秋田労働局 需給調整事業室 ℡018-883-0007 

8:30～17:15（土日祝日を除く） 

紹介を受けて無期雇用と

して採用したのに、転職

を勧めていたよ？？？ 

求職者を勧誘するた

め、「お祝い金」を渡

していたよ？？？ 


